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令和３年（２０２１年）１２月１日 

総 務 委 員 会 資 料 

企 画 部 情 報 シ ス テ ム 課 

（第９０号議案） 

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

執行機関 事務 

１ 区長 

～ 

１６ 区長 

（略） 

１７ 区長 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例（平成１０年中

野区条例第１５号）第１０条の規定による認証保育所その他

の保育施設を利用する児童の保護者に対する補助金の交付

に関する事務であって規則で定めるもの 

１８ 区長 心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４９年東京都

条例第２０号）による医療費の助成に関する事務であって規

則で定めるもの 

１９ 区長 外出の困難な身体障害者等に係るタクシー又はガソリン等

の供給に関する事務であって規則で定めるもの 
 

執行機関 事務 

１ 区長 

～ 

１６ 区長 

（略） 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 

～ 

１１ 区長 

（略） （略） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 

～ 

１１ 区長 

（略） （略） 
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１２ 区長 生活に困窮する外国

人に係る生活保護の

措置に関する事務で

あって規則で定める

もの 

医療保険給付関係情報（法別表第２の

１の項に規定する医療保険給付関係

情報をいう。以下同じ。）、地方税関

係情報、介護保険給付等関係情報（同

項に規定する介護保険給付等関係情

報をいう。）、生活保護関係情報（同

表９の項に規定する生活保護関係情

報をいう。以下同じ。）、児童扶養手

当関係情報（同表１３の項に規定する

児童扶養手当関係情報をいう。）、障

害者自立支援給付関係情報（法別表第

２の８の項に規定する障害者自立支

援給付関係情報をいう。以下同じ。）、

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和

３９年法律第１２９号）による給付金

の支給に関する情報、特別児童扶養手

当等の支給に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）による障害児福祉手

当若しくは特別障害者手当の支給に

関する情報、国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和６０年法律第３４

号）附則第９７条第１項の福祉手当の

支給に関する情報、母子保健法（昭和

４０年法律第１４１号）による養育医

療の給付若しくは養育医療に要する

費用の支給に関する情報、児童手当関

係情報（同表２６の項に規定する児童

手当関係情報をいう。）又は学校保健

１２ 区長 生活に困窮する外国

人に係る生活保護の

措置に関する事務で

あって規則で定める

もの 

医療保険給付関係情報（法別表第２の

１の項に規定する医療保険給付関係

情報をいう。）、地方税関係情報、介

護保険給付等関係情報（同項に規定す

る介護保険給付等関係情報をいう。）、

生活保護関係情報（同表９の項に規定

する生活保護関係情報をいう。以下同

じ。）、児童扶養手当関係情報（同表

１３の項に規定する児童扶養手当関

係情報をいう。）、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３

号）による自立支援給付の支給に関す

る情報、母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９号）によ

る給付金の支給に関する情報、特別児

童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和３９年法律第１３４号）による障害

児福祉手当若しくは特別障害者手当

の支給に関する情報、国民年金法等の

一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第１項の福祉

手当の支給に関する情報、母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）による

養育医療の給付若しくは養育医療に

要する費用の支給に関する情報、児童

手当関係情報（同表２６の項に規定す

る児童手当関係情報をいう。）又は学
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安全法（昭和３３年法律第５６号）に

よる医療に要する費用についての援

助に関する情報であって、規則で定め

るもの 

１３ 区長 保育所保育料の減額

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障

害者関係情報、生活保護関係情報又は

中国残留邦人等支援給付等関係情報

（法別表第２の９の項に規定する中

国残留邦人等支援給付等関係情報を

いう。以下同じ。）であって、規則で

定めるもの 

１４ 区長 （略） （略） 

１５ 区長 中野区保育所保育料

等の徴収等に関する

条例第１０条の規定

による認証保育所そ

の他の保育施設を利

用する児童の保護者

に対する補助金の交

付に関する事務であ

って規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

１６ 区長 心身障害者の医療費

の助成に関する条例

による医療費の助成

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、地方税関係情

報、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）による障害児入所支援に関す

る情報、障害者関係情報、生活保護関

係情報、中国残留邦人等支援給付等関

校保健安全法（昭和３３年法律第５６

号）による医療に要する費用について

の援助に関する情報であって、規則で

定めるもの 

１３ 区長 保育所保育料の減額

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、障

害者関係情報、生活保護関係情報又は

中国残留邦人等支援給付等関係情報

（法別表第２の９の項に規定する中

国残留邦人等支援給付等関係情報を

いう。）であって、規則で定めるもの 

 

１４ 区長 （略） （略） 
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係情報又は障害者自立支援給付関係

情報であって、規則で定めるもの 

１７ 区長 外出の困難な身体障

害者等に係るタクシ

ー又はガソリン等の

供給に関する事務で

あって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 


